
重要土地等調査法の届出制度（概要）

特別注視区域内の土地等の所有権移転等の取引を仲介する宅建業者には、宅建業法上の重説義務が
生じるため、売主・買主に対して内閣府への届出の必要性を説明するよう、協力を求めている。

特別注視区域内

土地等の売買、贈与、交換、
形成権の譲渡等、所有権等
の移転等をする契約事由が生
じた場合（土地等の面積200
㎡以上）

内閣府が受理

【届出事項】
● 当事者の氏名、住所等
● 土地等の所在、面積
● 所有権等の種別及び内容
● 土地等の利用目的
● 譲受け予定者等の国籍等
● 土地等の利用の現況
● 契約日予定日

届出

契約締結前に売主・買主双方より

✓取引内容の審査は無し
✓譲渡制限期間等は無し

届出後の速やかな
契約締結が可能

➢ 不動産業界向け動画の公開・周知

➢ 不動産業界団体との意見交換 等
➢ オンライン説明会
➢ 告示・施行に関する通知
➢ リーフレットの配布
➢ 会報誌等への記事掲載
➢ 業界専門紙への記事掲載

不動産関係団体への周知・広報の依頼等）

これまでの取組み 新たな取組み

※届出の懈怠等の解消に向けた改善策として新たな取組みを開始！

◆説明会で放映、今後HP等で掲載予定。

◆業界団体本部への説明会の実施依頼。

※取引の仲介に当たり、宅建業法上の重要事項説明と内閣府への届出への協力要請。

ご案内チラシ



届出については仲介業者が代理申請する
ことも可能です！！

※届出様式記入において、押印、添付資料等は

不要。代理申請するにあたり委任状等の代理
権限証書の添付も不要。
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